
〒603-8076
京都市北区上賀茂山本町39

（株）京信物産
代表取締役　京信　太郎　様

平成23年11月吉日

京信ジュニア・オーナー・クラブ
第17期 代表幹事　池上　　正

情報委員長　櫻井　登之
JOC事務局

京信JOCモバイル手帳パスワードについて（親展・重要）

記

パスワード（英数半角小文字）

ユーザー名：同意書にご記入いただいた携帯メールアドレス

JOC事務局
Tel：075-255-7062　jimukyoku@joc.gr.jp

URL：http://www.joc.gr.jp/handbook/

　拝啓 晩秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
　平素は、京信JOC第17期のスローガン『理念を共有しよう！』のもと、JOC事業活動にご協力を頂きまして誠に
有り難うございます。
　かねてよりご協力いただいておりました、モバイル手帳の運用を本日より開始いたします。
　モバイル手帳では事業案内、会員名簿閲覧、またMS委員会発行のメールマガジンなど、皆様のお役に立つ内容
をご用意しております。同意書ご提出時のメールアドレスが登録された携帯端末から、下記URLへお進みいただき、
同意書ご提出時のメールアドレスと、下記パスワードを入力の上、初期登録を早急にお済ませ下さい。
　初期登録後は、任意のパスワードに変更いただくことも出来ますので、パスワード変更フォームより手続き下さい。
� 敬具

セキュリティの都合上、本紙は会員ご本人以外の目に触れない場所に保管下さい。
連続したパスワードの誤入力は一時的にアクセス不能となります。
ドメイン指定などの迷惑メール対策をされている場合、各種案内が届きませんので、「joc.gr.jp」をドメイン指定ください。
名簿情報に万一誤りがある場合はお手数ですが、事務局までお申し出下さい。
登録メールアドレスの変更や機種変更、また通信会社変更の際は、届出が必要になります。詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。
同意書や名簿提出の期限を過ぎて受付けしたメンバー情報は、順次掲載されますのでご了承下さい。
☆モバイル手帳の利用は、かならずパケット定額などのプランを各自 通信会社とご契約の上ご利用ください。
� 以上
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モバイル手帳　こんな時は…

（別紙１）

パスワードを無くした…

パスワードを失念した…

登録メールアドレスが変わった…

機種変更してログイン出来なくなった時…

通信会社が変わった…

掲載事項が変更になった…

「各種変更届け」を
ご記入いただき、
事務局へ届けを
出してください。

（手順）
１．オフィシャルサイトにある「モバイル手帳について」から、各種変更届けを、ダウンロードし

てください。
２．ダウンロードした「各種変更届け」に必要事項記載ののち、FAXで事務局まで送付ください
３．新しいパスワードの記載された書面を書留にて送付しますので、到着後すぐに記載事項承認の

上、初期設定ログインして下さい。
※　新パスワード発行後は、旧パスワードは失効しますのでご注意下さい。
※　新パスワード発行は変更届け到着後、５～７営業日かかります予めご了承下さい。
※　パスワードは京都信用金庫様の顧客情報となるJOC会員名簿を扱う上で、機密事項となります

ので取り扱いにはご注意下さい。

モバイル手帳の連絡・メールマガジンは「joc.gr.jp」のドメインより届きます。
迷惑メール対策のためドメイン指定されている会員は「joc.gr.jp」を登録してください。

長期海外出張などで一時的にメール配信を停止希望の場合は、各種変更届けにその旨記載し、事
務局まで届け出てください。尚海外での通信の際、パケット定額が適用されない場合が多いので
十分ご注意ください。

メールが届かない

メール配信の停止
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携帯メールアドレス掲載について

（別紙２）

　このたび発行に至ったモバイル手帳の基本となる、「京信ジュニアオーナークラブ 携帯端末版会
員手帳についての個人情報提供同意書」（以下同意書）には、接続できる端末を限定するため、携
帯メールアドレスの記載が必須でした。しかし携帯メールアドレスの掲載を望まない会員の存在が
多数あるため、非掲載の選択項目を、同意書に設けました。
　しかし多くの会員が、この選択をせずに同意書を返信されました。つまり掲載を望まない方々の
アドレスがモバイル手帳の発行とともに公開されてしまいます。そこで、開始時は全員非掲載とし、
後日掲載の有無をモバイル手帳上でお尋ねすることに致します。
　携帯メールアドレス掲載にて同意いただき返信頂いた方々には、誠に申し訳ございませんが、個
人情報保護のため何とぞよろしくご協力の程お願い致します。

　尚この旨は、後日「携帯メールアドレス掲出の有無について」と、モバイル手帳の機能を使い、
皆様にお問い合わせしますので、ご返信下さいませ　（下はそのイメージです）
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●



モバイル手帳説明書（抜粋）

>>携帯はこちらから

>>スマートフォンはこちら

　（iphone,andoroid 端末）
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※本機能は新たな事業告知後に、ご利用いただけます。
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※画面は開発中のものです。
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